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できるだけ多く答えなさい。
書き易い順番で解答してよいが� 解りやすく番号 �例� 問 ��を付けること。
教科書『コンセンサスの法理』�国際書院�だけ参照できる。
配布物 �資料などのコピー�や自筆複写にかかわらず講義ノートその他はいっさい参照不可。

書き込みはさしつかえないが� 紙を挟み込むなどは
しおり
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�� 合意 ������の定義について

問 � どのような論点が含まれているか
まと

纏めなさい。
問 � このうち古典期の二つの箇所をトーピク ����$�ト

ピカ�の観点で比較しなさい。
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)���* +��� ���& �#��#� いっぽう合意には� 法律

,�#� ���� ����"�� �"- の規定によらず同意によ

��
 #���
 �. ��� ������ って遵守されるものがあ

,�#� ��
�/ ��
�/ �
#���- る。それらは� 法権利を

#
�/ �
#���#
�/ �����- 表わしている )法的効力

��
 )���* をもつ*といわれる。
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0#���& ��� ,��� ��- 合意は同意した人たちに

��
 ,��� ��� ���� ��# とっては正しいと考えら

�����& ���#���
� �� れ� 法権利の効力をもつ

��
�/ ��
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#���#
�/ )法権利に優先する*と考
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� えられる。
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2. ��� ��
���� ���  �- 不文であっても� それが

���� ,��� ���� ��&- 慣行により認められて

�
�"# ��� �#& �����
�� いることで� 法権利とな

&�
�� �������� ������- る。すなわち� いままで

�& ��&�
�"#�� ����& 続いてきた慣習は� それ

�&��#���
� を用いている人たちの
コンセンサス

合 意 によって承認さ

れ� 法律に等しい。

� �

�� 第 �章田中論文について

問 � 人文主義らしい特徴を著者はどのように捉えてい
るか説明しなさい。

問 � 「訴権を与えないが、抗弁を与えるとはどういう
ことか」完結に要約しなさい。

�� 形式主義と目的主義

問 � カントローヴィッチ������� �����
��
�の

形式主義 3�
&#���&��と目的主義 3��#���&��につ
いて、法思想史上の例を上げて論じなさい。
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45ミシェル・ヴィレー��
��	 ��		��が東京でお
こなった講演 )�� ��'�*からの引用45

アテネにおける私共の同僚の一人であるデスポ
トプウロス氏 � ������������	 ����
�
�
��

	
�� は� 私共の共同作業に参加しに来られまし
た。氏は私共に� アリストテレスにおいてそのニ

コマコス倫理学の第五編に叙述されているところ
の「シナラグマ ���������� ��	�#��#�&#�」の

観念について話しました。ディゲスタにおける
契約 �コントラクトウス�についてのローマ的な二

つの定義 ∗1 は�まさにシナラグマの同義語であり

ます。シナラグマもまたビジネス・取引 �ネゴチウム�

の関係です。より厳密にいうと� それは� われわれ

が都市の生活において行われているのを見ている
ところの交換です。アリストテレスは� 交換が正

常に行われるがままに観察します。
彼の交換についての叙述の中で�彼は 合意 を第

一におきません。私が東京の道路でぶつけてしまっ
た自動車については� あなたが私に貸してくれた

ものであろうと� 私があなたにことわることを忘

れて勝手に使ってしまったものであろうと� どち
らでもよいことです。この二つの場合において�私

はあなたに対し� ほどんど同じしかたで賠償しな
ければなりません。

契約上の権利義務� アリストテレスの観察に従

えば通常は 交換的な権利義務を創造するもの は�

まず第一に�私共がいわゆる交換的正義・衡平・財

産と財産との間に 維持すべき調和 について有す

る観念であります。疑いもなく� 合意も亦ビジネ

スに介入することができます。私共は自由に交換
に入ってゆくのが正常です。そして� 私共はビジ

ネスの成行について合意し� 予め措置しておくこ
とができ� またそれがよりよいことです。私共の

合意は� 少なくとも一定の限界の中で�補助的な役
割に止まることができるならば� よりよく対価を

決めるのに役立つでしょう。それは� 裁判官を困
難な評価から免れさせることに役立ちます。それ

は� 同じ学説において�実定法が自然法に関して有
するとされている� 補助的・補充的な役割を営む

のです。
以上が� 現実の姿において� 交換活動として

� また 正常に行われた取引として 眺められた

ところの� 契約の観念�
�
�
�
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です。それは個人主義の神

話によって 人為的に作られた 契約観�
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ではなく �

私共がそれによって教育された観念 とは著しく

異なっています。それを理解するためには� まず近
代の観念論とノミナリスムとから自由になり� 哲
学を経る必要があります。それが私共にとって難

しいことです。なぜなら� 私共は� 別の哲学によっ
て支配されているからです。多くの法律家達は�複
数の契約の観念が存在するなどということを認め

ることに困難を覚えるでしょう。

問 � 私たちの現代的な契約というものの考え方とは違

うとヴィレーの言う契約の観念は� どのような特徴
を持っているだろうか/

問 6 契約の内容に衡平を重視する交換契約に対して�

合意次第で拘束 �履行強制�をもつ契約を締結できる
という考え方はどのように特徴づけることができる
だろうか/

�� 第 �章 ���	���	
について

問 � この事例 �法源史料の箇所�は「有名契約」�典型
的な型に嵌るコントラクトゥス� と「7無名契約」の
議論とどのように関連しているだろうか。

問 1 �古典期�ローマ法の贈与 �
����
と現代法 �民
法�の贈与という概念に違いがあるだろうか。著者
の考えを読み取ってみよう。

�� 第 � 章オントロジー法学 ���
	�	�� 	�
����について

問 '� 比較法研究のためになぜオントロジーが必要に
なるか、またオントロジーをどのように理解するこ

とができるか述べなさい。教科書が「コンセンサス
のオントロジー」を目指していることを示しなさい。
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ディーゲスタ

学説彙纂
巻 �章 ��法文 �パウルス 告示註解 
%巻� すべての
オブリガティオ

債 務 は
コントラクトゥス

契 約 によって成立する。�			� かもしれない。
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